
 

 

埼玉県子ども・子育て支援施設整備交付金（病児保育施設整備）交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この交付金は、市町村が、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条の

規定に基づき策定する市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく病児保育事業を実施するため

の施設（以下、「病児保育施設」という。）の整備を促進することにより、病児保育事業の推進

を図ることを目的とする。 

２ 前項の交付金の交付に関しては、予算の範囲内で交付するものとし、補助金等の交付手続等に

関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「病児保育施設」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の３第１３項に基づく病児保育事業を実施するための建物をいう。 

 

第３条 この要綱において「整備」とは、次の表の整備区分に掲げる整備内容をいう。 

整備区分 整備内容 

創設 

 

改築 

 

 

 

 

 

拡張 

 

大規模修繕 

 

 

 

応急仮設施

設整備 

新たに施設を整備すること。 

 

既存施設の改築整備（一部改築を含む。）をすること。 

※地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備につい

ては、令和５年８月２２日こ成事第４３０号こども家庭庁成育局長通

知「地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備につ

いて」に準じて取り扱う。 

 

既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。 

 

令和５年８月２２日こ成事第４６２号こども家庭庁成育局長通知「子

ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて」

（以下「通知」という。）の第４により整備すること。 

 

通知の第６により整備すること。 

 

 

（交付の対象） 

第４条 この交付金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１）市町村が設置する第２条に定める病児保育施設の整備（民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第７条の規定により選定された選

定事業者が、同法第１４条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する場合を含む。） 

（２）市町村が、この交付金を財源の一部として、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益

財団法人、日本赤十字社及びその他児童福祉法第 6 条の 3 第 13 項に基づき事業を実施する市



 

 

町村が認めた者（以下「社会福祉法人等」という。）が設置する第２条に定める病児保育施設

の整備に対して行う補助 

 

 

（交付の対象外） 

第５条 次に掲げる費用については交付金の対象としない。 

（１）土地の買収又は整地に要する費用 

（２）既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認めら

れる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

（３）職員の宿舎に要する費用 

（４）門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用 

（５）その他整備費として適当と認められない費用 

 

（交付額の算定方法） 

第６条 交付金の交付額は、次により算出するものとする。 

 ただし、この額に１，０００円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 

（１）市町村が施設の整備を行う場合 

   別表１の第２欄の種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額

とを比較して少ない方の額を選定し、この額と当該事業に係る総事業費から寄付金その他の収

入額を控除した額とを比較して少ない方の額（以下「補助基本額」という。）に第５欄に定め

る県の負担割合を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。 

（２）市町村が社会福祉法人等の行う施設の整備に対して補助を行う場合 

   （１）に定める方法と同様の方法による。（ただし、その費用のための寄付金があるときは、

その寄付金の額は控除しないものとする。） 

 

（財政上の特別措置） 

第７条 次に掲げる施設の整備事業に係る交付金の交付額の算定にあっては、別表２に基づき、交

付額を算定するものとする。（この場合の交付額の算定方法は、第６条による。） 

（１）過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第１項に

規定する過疎地域持続的発展市町村計画に基づく事業及び附則第５条に基づく事業として行う

場合 

（２）山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第８条第１項に規定する山村振興計画に基づく事業

として行う場合（地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４条の規定により算定した

市町村の基準財政収入額を同法第１１条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で

除して得た数値で補助年度前３か年度内の各年度に係るものを合算したものの３分の１の数値

が０．４未満である市町村の区域内にあるものに限る。（創設を除く。）） 

 

（交付の条件）                 

第８条 交付金の交付には次の条件を付するものとする。 

（１）市町村が施設の整備を実施する場合 

ア 補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合は、知事の承認を受けなければならな



 

 

い。 

   イ 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

   （ア）建物の規模または構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。） 

   （イ）建物等の用途 

   ウ 事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けなければならない。 

エ 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やか

に知事に報告してその指示を受けなければならない。 

オ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施

行令」という。）第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間

を経過するまで、知事の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

カ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又

は一部を県に納付させることがある。 

キ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

ク 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの交付金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式８により速やかに知事に報告しなけ

ればならない。 

 また、この報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させるこ

とがある。 

ケ この交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式３の様式による調書

を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び

証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受け

た日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間経過後、

当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定によ

りこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するいずれかの遅い日まで保管しておかなけ

ればならない。 

コ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約

の相手方は当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。 

サ 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付

するなど市町村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

シ 交付金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金分配金又は公益財団

法人ＪＫＡ若しくは公益財団法人日本財団の交付金の交付を受けてはならない。 

ス 市町村がアからシにより付した条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を

県に納付させることがある。 

（２）市町村が社会福祉法人等に対して、この交付金を財源の一部として交付金を交付する場合、

以下の条件を付さなければならない。 

   ア （１）のア、イ、ウ、エ、カ、キ、コ、サ及びシに掲げる条件 



 

 

 この場合において、「知事」とあるのは「市町村長」と、「県」とあるのは「市町村」

と読み替えるものとする。 

イ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械及び器具については、適正化法施行令

第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、

市町村長の承認を受けないで、この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

ウ 事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支及び支出に関する証拠書

類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけ

ればならない。 

 ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過

後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定

により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するいずれかの長い日まで保管しなけ

ればならない。 

エ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式８により速やかに市町村長に報告しなけ

ればならない。 

 なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）で

あって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は、本社、本所等）で消費

税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき

報告を行うこと。 

 また、補助金に係る仕入税額控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税

額を市町村長に返還しなければならない。 

（３）（２）により付した条件に基づき市町村長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ知事

の承認又は指示を受けなければならない。 

（４）市町村又は社会福祉法人等から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合に

は、その納付額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（５）事業者が（２）により付した条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を県に納

付させることがある。 

 

（申請手続） 

第９条 この交付金の交付の申請は、様式１のとおりとし、別に定める日までに知事に提出するも

のとする。 

２ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

３ 規則第４条第２項第５号に規定する知事が定める事項に係る添付書類は、補助事業等に係る歳

入歳出予算書抄本とする。 

 

（変更申請手続） 

第 10条 交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場

合は、前条に定める申請手続に従い、知事が定める期日までに行うものとする。 



 

 

 

（交付決定通知） 

第 11条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式２の１のとおりとする。 

 

（交付金の概算払） 

第 12条 この交付金は、概算払をすることができるものとする。 

 

（状況報告） 

第 13条 交付金対象事業に係る工事に着工したときは、様式４により工事に着工した日から５日

以内に、また、工事進捗状況については様式５により１２月末日現在の状況を翌月８日までに知

事に報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 14条 補助事業等が完了したときは、事業完了後（事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、

当該承認通知を受理後）３０日以内、又は交付金の交付を受けた会計年度終了の日のいずれか早

い期日までに様式６の報告書により知事に報告するものとする。 

 

（確定通知書の様式） 

第 15条 規則第１４条の規定による交付金の額の確定通知書の様式は、様式７のとおりとする。 

 

（その他） 

第 16条 この要綱に定めるほか、交付金の交付に関し必要な事項は別途知事が定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和５年１２月６日から適用する。 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 



 

 

別表１ 算定基準 

１整備 

区分 

２種目 ３基準額 ４対象経費 ５負担 

割合 

創設  

及び  

改築  

本体工事費  48,113千円 

一部改築について

は、通知の第２により

算出されたものを基準

額とする。  

病児保育施設の創設及び改築

整備（建物の整備と一体的に整

備されるものであって、地方厚

生（支）局長が必要と認めた整

備を含む。）に必要な工事費又

は工事請負費及び工事事務費

（工事施工のため直接必要な事

務に要する費用であって、旅費、

消耗品費、通信運搬費、印刷製

本費及び設計監理料等をいい、

その額は工事費又は工事請負費

の2.6%に相当する額を限度とす

る。以下同じ。）並びに既存建

物の買収のために必要な財産購

入費（PFI事業及び既存建物を買

収することが建物を新築するこ

とより効率的であると認められ

る場合に限る。）  

市町村が整

備を行う場

合  

県  

1/3  

 

国  

1/3 

市町村  

1/3  

 

市町村が社

会福祉法人

等が行う施

設の整備に

対して補助

を行う場合  

 

県  

3/10  

 

国  

3/10 

市町村  

3/10  

設置者  

1/10 

 

設計料加算 2,406千円 本体工事費以外に別途必要とな

る設計料  

環境改善加

算  

5,676千円 こどもにやさしい環境を作り出

すために必要となる費用  

地域の余裕

スペース活

用促進加算 

4,966千円 地域の余裕スペース（公営住宅、

公民館等）を活用して病児保育

施設を整備するために必要とな

る費用  

特殊附帯工

事費 

20,290千円 特殊附帯工事に必要な工事費又

は工事請負費  

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費  

１ 改築に際して既存

施設を解体し撤去する

場合    2,971千円 

 

２ 改築に際して仮設

施設を整備する場合  

5,292千円 

 

３ 一部改築に際して

既存施設を解体し撤去

解体撤去に必要な工事費又は工

事請負費及び仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費又は工事請

負費 



 

 

する場合又は仮設施設

を整備する場合は、通

知の第２の２により地

方厚生（支）局長が必

要と認めた額とする。 

拡張 本体工事費 

 

 

 

地方厚生（支）局長が

認めた額とする。ただ

し、創設に係る基準額

の２分の１を上限とす

る。 

病児保育施設の拡張整備に必要

な工事費又は工事請負費及び工

事事務費 

 

設計料加算 

 

本体工事費の５％ 

 

本体工事費以外に別途必要とな

る設計料 

環境改善加

算 

5,676千円 こどもにやさしい環境を作り出

すために必要となる費用 

特殊付帯工

事費 

20,290千円 

 

特殊附帯工事に必要な工事費又

は工事請負費 

大規模

修繕 

 

 

本体工事費 

 

 

通知の第４の３により

地方厚生（支）局長が

必要と認めた額とす

る。 

病児保育施設の大規模修繕に必

要な工事費又は工事請負費及び

工事事務費 

特殊附帯 

工事費 

特殊附帯工事に必要な工事費又

は工事請負費 

仮設施設整

備工事費 

仮設施設整備に必要な賃借料、

工事費又は工事請負費 

  



 

 

別表２ 算定基準（第７条に基づき、病児保育施設の整備を行う場合） 

１整備 

  区分 

２種目 ３基準額 ４対象経費 ５負担 

  割合 

創設  

及び  

改築  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体工事費   52,924千円 

 

一部改築については、通

知の第２により算出され

たものを基準額とする。 

病児保育施設の創設及び改

築整備（建物の整備と一体的

に整備されるものであって、

地方厚生（支）局長が必要と

認めた整備を含む。）に必要

な工事費又は工事請負費及び

工事事務費並びに既存建物の

買収のために必要な財産購入

費（PFI事業及び既存建物を買

収することが建物を新築する

ことより効率的であると認め

られる場合に限る。） 

市町村が整

備を行う場

合  

県  

1/3  

 

国  

1/3 

市町村  

1/3  

 

市町村が社

会福祉法人

等が行う施

設の整備に

対して補助

を行う場合  

 

県  

3/10  

 

国  

3/10 

市町村  

3/10  

設置者  

1/10 

設計料加算 2,647千円 

 

本体工事費以外に別途必要と

なる設計料  

環境改善加

算  

6,244千円 こどもにやさしい環境を作り

出すために必要となる費用  

地域の余裕

スペース活

用促進加算 

5,463千円 地域の余裕スペース（公営住

宅、公民館等）を活用して病

児保育施設を整備するために

必要となる費用  

特殊附帯工

事費 

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,319千円 

 

１ 改築に際して既存施

設を解体し撤去する場合    

     3,268千円 

 

 

２ 改築に際して仮設施

設を整備する場合  

5,821千円 

 

 

３ 一部改築に際して既

存施設を解体し撤去する

場合又は仮設施設を整備

する場合は、通知の第２

の２により地方厚生（支）

局長が必要と認めた額と

特殊附帯工事に必要な工事費

又は工事請負費  

解体撤去に必要な工事費又は

工事請負費及び仮設施設整備

に必要な賃借料、工事費又は

工事請負費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

拡張 

 

本体工事費 

 

 

 

設計料加算 

 

環境改善加

算 

特殊附帯工

事費 

する。 

地方厚生（支）局長が認

めた額とする。ただし、

創設に係る基準額の２分

の１を上限とする。 

本体工事費の５％ 

 

6,244千円 

 

22,319千円 

 

病児保育施設の拡張整備に必

要な工事費又は工事請負費及

び工事事務費 

 

本体工事費以外に別途必要と

なる設計料 

こどもにやさしい環境を作り

だすために必要となる費用 

特殊付帯工事に必要な工事費

又は工事請負費 

 


